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電子契約の導入について

デジタル技術を活用し、事業者・市双方の事務負担の軽減・利便性向上を
図るため、電子契約を導入します。

電子契約とは、電子の契約書に電子署名とタイムスタンプを付与することに
より契約を締結するものです。

市では、電子契約を推奨していきますが、従来どおり紙の契約書で契約締
結することも可能です。



電子契約のメリット
１ 契約業務の効率化

契約書の押印のための来庁が不要、契約書の郵送が不要となり、効率的
に契約締結が可能となります。また、インターネットに接続し、メールが使える
環境であれば、誰でも利用することができます。

２ 収入印紙が不要

電子契約だと収入印紙が不要となります。また、電子契約利用に際しては
手数料もかからないため、費用負担の軽減につながります。

３ 契約書の管理・検索が容易に

契約書はデータ保存となるため、業務ごとにフォルダ分けし、そこに保管す
るなど、検索が容易になり、紙契約書の紛失リスクも避けられます。



対象となる契約

ただし、以下の契約を除いて電子契約可能とします。

１ 請書（工事簡易契約書を含む）
２ 法令等により書面とする必要がある契約
３ その他電子契約によることは適当でないと認められるとき

電子契約利用の確認は、契約日の調整などの連絡をする際に確認させてい
ただきます。もし、確認がなかった場合は、お手数でも電子契約可能かお問い
合わせくださるようお願いします。

市が締結する契約全般が対象となります。



電子契約事務の流れ
１ 電子契約利用申出書の提出

２ 契約保証の確認

３ 契約書の確認・承認

４ 契約締結完了のメール

一般競争入札は事後審査書類の提出時、
指名競争入札、随意契約は、契約日等の
の連絡後、速やかに担当者提出

東日本保証の認証キー、契約保証金免除
申請書などを市担当者へメール

契約保証確認後、電子契約サービスから契
約書の確認・承認メールが届く
事業者担当者→事業者承認者の順

関係者全員が承認すると電子署名・タイム
スタンプが付与された契約書（ＰＤＦ）がメー
ルで届く
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「電子契約利用申出書」の提出
電子契約を希望される場合は、「電子契約利
用申込書」を市担当者へメールで提出してくだ
さい。これは、契約案件ごとに提出することとし
ます。

契約名、担当者と承認者２名のメールアドレ
スなどを記載してください。記載された方を承
認ルートに追加します。１名とする場合は、契
約権限を有する者（代表者等）にしてください。


